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令 和 5 年 度 事 業 計 画  

Ⅰ. 方 針         

1.大阪府内の建設業における労働災害の現状と課題 

令和４年の大阪府内の建設業における休業４日以上の死傷災害は、上半期から前年と比較して減少

傾向で推移したことから、５０件少ない７４６件となった。 

一方、死亡災害については、８月末時点で一昨年同期の２倍と大幅な増加と深刻な状況となってい

たが、秋頃から歯止めがかかり、令和３年の１５件から３件減少し１２件となった。しかしながら、

事故の型別では墜落・転落災害が７件（約 60％）と半数以上を占めていることを重く受け止めなけれ

ばならない。 

２０２５年に開催される大阪・関西万博に向けた関連工事がいよいよ本格化する中、労働災害防止

の取組みをより一層推進する必要があるが、労働者の不足、未熟練者の増加や高年齢化とあいまって、

労働災害発生の増加が懸念される。 

2.建災防本部の方針 

本年度は、国の第１４次労働災害防止計画を踏まえて建災防本部が作成した「建設業労働災害防止

に関する中期計画と今後の展望(第９次労働災害防止５カ年計画)」の初年度となり、この５カ年計画

では計画期間中の死亡災害件数を前期５年（平成３０年～令和４年）の平均と比較して１５％以上、

墜落・転落による死亡災害も１５％以上の減少を、また、死傷災害件数は令和４年の発生件数に対し

て５％以上減少させること、６０歳以上の死傷年千人率を令和４年度と比較して、減少に転じさせる

ことを目標に定めております。そしてこの目標を達成するために、令和５年度において会員および建

災防が実施すべき具体的な労働災害防止対策をまとめた「令和５年度建設業労働災害防止対策実施事

項」が策定されています。同実施事項の基本方針は、建設業労働災害防止規程の遵守、安全管理体制

の確立、リスクアセスメントの確実な実施、建設業労働安全衛生マネジメントシステム（コスモス）

の導入促進、安全衛生教育の推進、墜落・転落や建設機械災害等の重篤度の高い労働災害を減少させ

るための重点対策の推進等としております。 

3.建災防大阪府支部の方針 

当支部では、大阪労働局の行政運営方針に歩調を合わせ、令和 5 年よりスタートする「大阪発・新

４Ｓ運動」のなかの「命綱ＧＯ活動（いのち つなごう かつどう）」や「現場所長安全宣言」などを

積極的に展開する。また、当支部独自の活動である「ご安全に運動」においては、強調期間を定めて、

墜落・転落災害防止活動の「ストップ・ザ・ついらく」や「熱中症予防対策」等に取り組み、これら

についても大阪労働局や関係行政機関と密接な連携をとりながらメリハリのある活動を実施する。 

また、会員の増加を目指して支部と分会が一体となって会員加入促進活動を強力に展開する。 

以上のとおり、国や大阪労働局の運営方針や建災防本部の基本方針をふまえて、労働災害防止のた

めの具体的方策を積極的に推進し、大阪における労働災害、とりわけ死亡災害の絶滅をめざす。 
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Ⅱ．重 点 事 項 

会員及び支部・分会は、建災防本部の「第９次労働災害防止５カ年計画」や「令和５年度建設業

労働災害防止対策実施事項」に基づき、次の事項を基本方針として、自主的な安全衛生管理活動を

推進する。 

１．建設業労働災害防止対策の推進 

（1）建設業労働災害防止規程の順守 

（2）安全衛生管理体制の確立 

（3）リスクアセスメントの確実な実施の推進 

（4）建設業労働安全衛生マネジメントシステム（コスモス）の導入、実施の促進 

（5）重篤度の高い労働災害を減少させるための重点対策の推進 

２．年間を通じた「ご安全に運動」の実施 

３．各種安全衛生教育の推進 

４．第５８回大阪府建設業労働災害防止大会の開催 

５．会員加入促進活動の推進 

６．大阪労働局の「大阪発・新４Ｓ運動」の推進 

 

Ⅲ．支部実施事業 

1.調査研究 

参与会・参与専門部会において、次の事項に関し、調査・研究を行う。 

（1）「ご安全に運動」リーフレット・ポスター等の作成 

（2）「ストップ・ザ・ついらく」リーフレットの作成 

（3）「命綱ＧＯ活動」の展開 

（4）安全衛生教育用資料の作成 

① 令和５年度「ご安全に運動研修会用資料」の作成 

② 「わかりやすい施工計画作成の着眼点」の分冊改訂版の作成 

（5）調査・分析の実施 

① 会員の労働災害発生状況把握のためのアンケート調査の実施及び集計・分析 

② その他 

2.行事・運動等 

本部や行政等と共同又は支部独自に次の行事及び運動を実施し、推進及び参加する。また、これ

らの運動等の実施要領の配付、用品の頒布等を行う。 

（1）「ご安全に運動」の実施 

①「ご安全に運動」の周知（４月） 

②「ストップ・ザ・ついらく」「命綱ＧＯ活動」強調期間の実施（６・１０・１２・３月） 
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「命綱ＧＯ活動」を展開するとともに、フルハーネス型安全帯（墜落制止用器具）の確実

な使用を呼び掛けるため、構造規格に適合する二丁掛け同安全帯（墜落制止用器具）を着

装した安全指導者が、「ストップ・ザ・ついらくパトロール」をはじめとする安全衛生パ

トロールを実施し、墜落・転落災害防止対策を強化する。 

③「熱中症予防対策」強調期間の実施（６・７・８・９月） 

分会の広報パトロール等において熱中症予防対策用品を配布するなど、熱中症予防対策を

強化する。 

④「ご安全に運動パトロール」の実施（１１月） 

大阪労働局や管内労働基準監督署と連携をとり、安全衛生パトロールを実施する。 

⑤「ご安全に運動研修会」の実施（１０・１１月） 

⑥新規会員加入促進のための広報活動の実施（６・１２月） 

広報パトロール等により、未加入会社に対し加入勧奨を行う。 

（2）第５８回大阪府建設業労働災害防止大会の開催 

令和５年６月１９日、大阪市天王寺区の大阪国際交流センターにて開催する。支部表彰規程

に基づく安全衛生表彰も併せて実施する。 

（3）令和５年度全国安全週間 

（4）「大阪発・新４Ｓ運動推進大会」に参加（７月３日、エル・おおさか） 

（5）令和５年度全国労働衛生週間 

（6）第６０回全国建設業労働災害防止大会への参加（１０月５日～６日、広島市） 

（7）第７４回全国労働衛生週間大阪大会への参加（１０月２日、エル・おおさか） 

（8）建設業年末年始労働災害防止強調月間 

（9）新年安全祈願祭 

（10）建設業年度末労働災害防止強調月間 

（11）会員加入促進活動 

会員の増加を目指して大阪労働局、管内労働基準監督署のご協力のもと、未加入企業の加入

促進活動を支部と分会が一体となって実施する。 

また、新規会員加入のあった分会に対し、加入促進費を交付する報奨制度を引き続き実施する。 

（12）広報活動 

会員の労働災害防止と安全衛生管理水準向上のため、次により広報活動を実施する。 

①広報紙「建災防おおさか」の発行 

②支部ホームページ「建災防おおさか」による情報の提供 

・建災防本部や行政からの情報を広く提供 

・会員限定「会員ページ」による安全衛生情報の提供 

③冊子「建設の安全」の配布、各種強調期間における「実施要領」の頒布 
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④建設業界新聞等に対する活動内容のプレス発表 

（13）厚生労働省からの補助支援事業の実施 

  昨年に引き続き、「専門工事業者等の安全衛生活動支援事業」、「自然災害からの復旧・復

興工事安全衛生確保支援事業」を実施する。 

3.会議 

総会、理事会をはじめ、諸会議を開催し、支部の運営事業実施等について審議、検討する。 

（1）定時総会 １回（５月３０日） 

（2）理事会  １回（５月３０日） 

（3）参与会        １０回 

（4）参与専門部会     必要に応じ 

（5）分会長・団体事務局長会 ４回 

（6）分会長会        １回 

（7）表彰選考委員会     １回 

＊外部会議への参画（構成員として） 

（8）大阪労働局・災防団体等連絡会議   ２回 

（9）建設工事関係者連絡会議（大阪労働局・各労働基準監督署主催） 

（10）大阪府建設工事従事者安全健康確保連絡会議（大阪府主催） 

4.研修会・講習会等の開催 

会員等を対象に労働安全衛生関係法令等の説明会、労働災害防止のための研修会、また登録教習

機関として、作業主任者の資格取得のための技能講習等を実施する。 

（1）労働災害防止のための研修会・説明会 

①ご安全に運動研修会 

②「わかりやすい施工計画作成の着眼点」講習会 

③労働安全衛生関係法令等の改正があれば、その説明会 

（2）資格取得のための講習会 

①作業主任者技能講習（１２種類 ５２回） 

・足場の組立て等（１２回） 

・型枠支保工の組立て等（４回） 

・地山の掘削及び土止め支保工（４回） 

・建築物の鉄骨の組立て等（４回） 

・コンクリート造の工作物の解体等（２回） 

・木造建築物の組立て等（１回） 

・ずい道等の掘削等（１回） 

・ずい道等の掘削等特例（１回） 
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・ずい道等の覆工（１回） 

・酸素欠乏・硫化水素危険（８回） 

・有機溶剤（４回） 

・石綿（１０回） 

②技能講習（１種類 ４回） 

・玉掛け（４回） 

     ③その他登録講習（１種類 ７回） 

      ・建築物石綿含有建材調査者（７回） 

     ④安全衛生教育（通達講習等）（１０種類 ３９回） 

・統括安全衛生責任者（６回） 

・安全衛生推進者初任時教育（１回） 

・職長・安全衛生責任者教育(１２回) 

・建設従事者教育（不定期） 

・施工管理者等のための足場点検実務者研修（５回） 

・建設業等における熱中症予防指導員研修（２回） 

・足場の組立て等作業主任者能力向上教育（２回） 

・足場の組立て等特別教育（6時間）（４回） 

・職長・安全衛生責任者能力向上教育（３回） 

・フルハーネス型安全帯使用作業特別教育（6 時間）（４回） 

5.分会行事に対する支援 

各分会の実施する行事等に対し、支援を行う。 

（1）安全競争表彰 

（2）各種安全衛生教育 

（3）「ご安全に運動」の実施 

（4）労働災害防止強調期間中の推進行事 

（5）安全衛生パトロールの実施 

（6）「大阪発・新４Ｓ運動」の実施 

（7）その他分会からの要請行事 



4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

　分会長、副分会長、班長会議 ○ ○

　定時総会 ○

　幹事会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　安全祈願祭 ○ ○

　安全競争表彰式 ○ ○

　安全衛生パトロール ○ ○ ○ ○ ○ ○

　広報パトロール ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

　講習会 　 　 　 　 　 ○ 　 ○

　幹事研修会 ○

　安全衛生パトロール ○ ○ ○ ○ ○ ○

　

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

　常任幹事会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　定時総会 ○

　安全競争表彰式 ○ ○

　安全祈願祭 ○

　広報パトロール ○ ○

　

○ ○ ○ ○ ○ ○

○

大  阪  南  分  会
月

1
会
議
関
係

 
2
広
報
関
係

 
3
教
育
関
係

　安全衛生パトロール

　ご安全に運動研修会

3
教
育
関
係

　安全衛生研修会

Ⅳ.分会事業計画

大 阪 中 央 分 会
月

1
会
議
関
係

2
広
報
関
係
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

　定時総会 ○

　常任幹事会 ○ ○ ○

　幹事会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　安全競争表彰式 ○ ○

　安全祈願祭 ○ ○

　安全衛生資料（パンフレット・災害統計）の配布

　広報パトロール ○ ○

　「ご安全に運動」研修会 ○

　優良事業場見学研修会 ○

　安全衛生研修会 ○ ○ ○ ○

　安全衛生パトロール ○ ○ ○ ○

　ストップ・ザ・ついらくパトロール ○ ○

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

　令和４年度会計監査 ○

　総会 ○

　幹事会 ○ ○ ○ ○ ○ ○

　安全祈願祭 ○ ○

　安全表彰式 ○ ○

　事業場広報パトロール ○ ○

　 　

　安全衛生研修会 　 　 ○ ○

　ご安全に運動研修会 　 ○

　事業場パトロール ○ ○ ○ ○

3
教
育
関
係

天　　満　　分　　会
月

1
会
議
関
係

2
広
報
関
係

随時

3
教
育
関
係

大　阪　西　分　会
月

1
会
議
関
係

2
広
報
関
係
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

　定期総会 ○

　幹事会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　常任幹事会 ○ ○ ○ ○

　安全表彰式 ○ ○

　安全祈願際 ○

　安全関係資料配布

　安全指導者研修会 ○ ○ ○ ○

　「ストップ・ザ・ついらく」パトロール ○ ○ ○ ○ ○ ○

　「ご安全に運動」パトロール ○

　「安全見える化活動」パトロール ○ ○

　役員研修会 ○

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

　定時総会 ○

　幹事会・常任幹事会 ○ ○ ○ ○ ○

　安全競争表彰式 ○ ○

　安全祈願祭 ○

　安全関係資料配布

　統計資料配布

　リーフレット配布

　現場所長「安全宣言」運動の周知

　安全衛生広報パトロール ○ ○

　安全衛生パトロール ○ ○ ○

　「ご安全に運動」研修会 ○

　安全指導者研修会 ○

　安全教育研修会 ○

 
3
教
育
関
係

3
教
育
関
係

淀　　川　　分　  会
月

 
1
会
議
関
係

 
2
広
報
関
係

随時

西　野　田　分　会
月

1
会
議
関
係

2
広
報
関
係

随時
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

　定時総会 ○

　役員会 ○ ○

  安全競争表彰 ○ ○

　新年安全祈願祭 ○

　分会長・事務局長会議 ○ ○ ○ ○ ○

　「ご安全に運動」の展開 ４月周知期間 ○

　災害統計資料の配布 ○

　安全指導者研修会 ○ ○ ○

　「ご安全に運動」広報パトロール ○ ○

　安全衛生パトロール ○ ○ ○

　（ストップ・ザ・ついらく　パトロール）

　「ご安全に運動」研修会 ○

○

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

　役員会 ○ ○ ○

　定時総会 ○

　安全競争表彰式 ○ ○

　安全祈願祭 ○

　安全関係資料配布

○

　安全衛生パトロール ○ ○ ○ ○

　安全指導者研修会 ○

　ご安全に運動研修会 ○

3
教
育
関
係

　安全衛生研修会

岸　和　田　分  会
月

1
会
議
関
係

2
広
報
関
係

随時

3
教
育
関
係

　研修会

東　大　阪　分　会
月

1
会
議
関
係

2
広
報
関
係

年間

随時
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

　定時総会 ○

　役員会 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

　第１期・第２期安全競争表彰式 ○ ○

　新年安全祈願祭 ○

　月刊機関紙（堺建設業協会会報）に

　「建設業労働災害防止の行事」記事を掲載

　ストップ・ザ・ついらくパトロール ○ ○ ○ ○ ○

　堺労働基準監督署との連絡会議 ○

　「ご安全に運動」研修会 ○

　建設業労働災害防止研修会 ○ ○

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

　総会 ○

　幹事会 ○ ○ ○ ○

　安全祈願祭 ○

　安全競争表彰式 ○ ○

　安全関係資料配布

　広報パトロール ○ ○

　安全衛生パトロール ○ ○ ○ ○ ○

　「ご安全に運動」研修会 ○

2
広
報
関
係

随時

3
教
育
関
係

○ ○

3
教
育
関
係

羽　曳　野　分  会
月

1
会
議
関
係

○ ○ ○ ○ ○
2
広
報
関
係

○ ○ ○

堺　　分　　 会
月

1
会
議
関
係
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

　定時総会 ○

　幹事会 ○

　安全競争表彰式 ○ ○

　安全祈願祭 ○

　（教育部会・パトロール部会・常任幹事会は随時）

　「ストップ・ザ・ついらく」安全パトロール ○ ○ ○ ○ ○ ○

　安全衛生研修会 ○

　「ご安全に運動」研修会 ○

　分会安全大会 ○

　安全衛生教育（職長・安全衛生責任者） ○

　　　　〃　　　　（研削砥石の取替・試運転特別教育） ○

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

　総会 ○

　幹事会 ○ ○

　安全大会・第１期安全競争表彰式 ○

　安全祈願祭・第２期安全競争表彰式 ○

　パンフレット等の配布 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

　安全講習会（総会・安全大会・安全祈願祭） ○ ○ ○

　安全指導者研修会 ○

　「ご安全に運動」研修会 ○

　「ストップ・ザ・ついらく」パトロール ○ ○ ○ ○

　「熱中症予防対策」パトロール ○ ○

1
会
議
関
係

2
広
報
関
係

　加入促進のための広報活動

3
教
育
関
係

2
広
報
関
係

　安全衛生資料の配布 随時

3
教
育
関
係

泉　大　津  分  会
月

北　大　阪　分　会
月

1
会
議
関
係
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4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

　総会 ○

　班長会議 ○ ○ ○

　常任幹事会議・幹事会議 ○ ○ ○

　検討委員会（安全研修会） ○ ○

　検討委員会（パトロール） ○ ○ ○ ○

　安全競争表彰式 ○ ○

　安全祈願祭 ○

　会計監査

　安全関係資料配布

　安全衛生講話・安全衛生研修会 ○ ○ ○

　特別安全衛生パトロール ○ ○

　ストップ・ザ・ついらくパトロール ○ ○ ○ ○

　建設現場見学研修会 ○

　ご安全に運動研修会 ○

1
会
議
関
係

2
広
報
関
係

随時

3
教
育
関
係

茨　　木　　分　 会
月
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